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2025年３月 31日 

各 位 

会 社 名 住友林業株式会社 

代表者名 代表取締役 社長 光吉 敏郎 

 （コード 1911 東証プライム） 

問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長    

水野 隆 

 （TEL 03－3214－2270） 

 

 

（訂正）「株式会社ＬｅＴｅｃｈ（証券コード：3497）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部

訂正に関するお知らせ 

 

 

2025 年３月 28 日に公表いたしました「株式会社ＬｅＴｅｃｈ（証券コード：3497）に対する公開買付けの

開始に関するお知らせ」の記載内容に、一部訂正がございますので、お知らせいたします。 

 

１．訂正の理由 

 対象者が、2025 年３月 31 日付で「（訂正）「住友林業株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する

意見表明のお知らせ」の一部訂正について」を公表し、対象者が 2025年３月 28日付で公表した「住友林業株

式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」（以下「対象者プレスリリース」とい

います。）の一部訂正を行ったこと等に伴い、対象者プレスリリースの参照箇所に訂正が必要となったためで

す。 

 

２．訂正箇所 

下記のとおりです。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 

 

１．買付け等の目的等 

（２）本両公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本両公開買付け後の

経営方針 

① 本両公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程 

（訂正前） 

（前略） 

これを受けて、公開買付者は、2025 年３月 26 日に、第二回公開買付価格について、慎重に検討を

行いましたが、前回の提案から増額することは困難であることから、第二回公開買付価格を前回の提

案と同額の普通株式１株当たり 1,500円（2025年３月 26日の前営業日である 2025年３月 25日の東

京証券取引所のグロース市場における対象者株式の終値である 1,295 円に対して 15.83％のプレミア

ム、同日までの直近１ヶ月終値単純平均 1,322 円に対して 13.46％のプレミアム、同日までの直近３

ヶ月終値単純平均 1,338円に対して 12.11％のプレミアム、同日までの直近６ヶ月終値単純平均 1,270

円に対して 18.11％のプレミアムをそれぞれ付した価格）、新株予約権を１個当たり１円並びにＡ種種
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類株式について第一回公開買付けにおいてエルティーが所有するその全てを普通株式に転換すること

から取得をする予定はないものの、Ａ種種類株式は１株当たり１円とすることを書面にて提案しまし

た。その後、公開買付者は、対象者及び本特別委員会より 2025年３月 26日に、対象者の取締役会で

の決議によることを前提に、第二回公開買付価格を 1,500円とすることで応諾する旨の回答を受領し

ました。 

（後略） 

（訂正後） 

（前略） 

これを受けて、公開買付者は、2025 年３月 26 日に、第二回公開買付価格について、慎重に検討を

行いましたが、前回の提案から増額することは困難であることから、第二回公開買付価格を前回の提

案と同額の普通株式１株当たり 1,500円（2025年３月 26日の前営業日である 2025年３月 25日の東

京証券取引所のグロース市場における対象者株式の終値である 1,295 円に対して 15.83％のプレミア

ム、同日までの直近１ヶ月終値単純平均 1,322 円に対して 13.46％のプレミアム、同日までの直近３

ヶ月終値単純平均 1,338円に対して 12.11％のプレミアム、同日までの直近６ヶ月終値単純平均 1,270

円に対して 18.11％のプレミアムをそれぞれ付した価格）、新株予約権を１個当たり１円並びにＡ種種

類株式について第一回公開買付けにおいてエルティーが所有するその全てを普通株式に転換すること

から取得をする予定はないものの、Ａ種種類株式は１株当たり１円とすることを書面にて提案しまし

た。その後、公開買付者は、対象者及び本特別委員会より 2025年３月 26日に、第二回公開買付価格

を 1,500円とすることで応諾する旨の回答を受領しました。 

（後略） 

 

② 対象者が本両公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由 

（訂正前） 

（前略） 

その後、対象者及び本特別委員会は、公開買付者から、2025年３月 25日に、（ⅰ）対象者の少数株

主の利益を最大限尊重する必要があると、公開買付者として判断したことから、第二回公開買付価格

を普通株式１株当たり 1,500円（2025年３月 25日の前営業日である 2025年３月 24日の東京証券取

引所のグロース市場における対象者株式の終値である 1,298 円に対して 15.56％のプレミアム、同日

までの直近１ヶ月終値単純平均 1,332 円に対して 12.61％のプレミアム、同日までの直近３ヶ月終値

単純平均 1,340 円に対して 11.94％のプレミアム、同日までの直近６ヶ月終値単純平均 1,270 円に対

して 18.11％のプレミアムをそれぞれ付した価格）、新株予約権を１個当たり１円並びにＡ種種類株式

について第一回公開買付けにおいてエルティーが所有するその全てを普通株式に転換することから取

得をする予定はないものの、Ａ種種類株式は１株当たり１円とすること、（ⅱ）対象者において、公開

買付者以外の者が買付け等を行う機会を確保する観点から第一回公開買付期間を 30 営業日とする提

案を書面で受領したとのことです。これに対して、対象者及び本特別委員会は、公開買付者に対して、

2025 年３月 25 日に、具体的な金額の指定はないものの第三者算定機関による株式価値算定の試算結

果や対象者株価の動向、プレミアム水準を踏まえ、公開買付者が提案した第二回公開買付価格である

1,500円からの増額を要請したとのことです。 

その後、対象者及び本特別委員会は、公開買付者から、2025 年３月 26 日に、第二回公開買付価格

について、慎重に検討を行いましたが、前回の提案から増額することは困難であると公開買付者とし

て判断したことから、第二回公開買付価格を前回の提案と同額の普通株式１株当たり 1,500円（2025

年３月 26 日の前営業日である 2025 年３月 25 日の東京証券取引所のグロース市場における対象者株

式の終値である 1,295 円に対して 15.83％のプレミアム、同日までの直近１ヶ月終値単純平均 1,322

円に対して 13.46％のプレミアム、同日までの直近３ヶ月終値単純平均 1,338 円に対して 12.11％の

プレミアム、同日までの直近６ヶ月終値単純平均 1,270 円に対して 18.11％のプレミアムをそれぞれ
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付した価格）、新株予約権を１個当たり１円並びにＡ種種類株式について第一回公開買付けにおいて

エルティーが所有するその全てを普通株式に転換することから取得をする予定はないものの、Ａ種種

類株式は１株当たり１円とする提案を書面にて受領したとのことです。これに対して、対象者及び本

特別委員会は、公開買付者に対して、2025 年３月 26 日に、対象者の取締役会での決議によることを

前提に、第二回公開買付価格を 1,500円とすることで応諾する旨の回答を送付したとのことです。 

（中略） 

（d）第二回公開買付価格が、第一回公開買付けの実施についての公表日の前営業日である 2025年

３月27日の対象者株式の東京証券取引所グロース市場における終値1,289円に対して16.37％、

直近１ヶ月間（2025 年２月 28 日から 2025 年３月 27 日まで）の終値の単純平均値 1,328 円に

対して 12.95％、直近３ヶ月間（2024年 12月 30日から 2025年３月 27日まで）の終値の単純

平均値 1,335 円に対して 12.36％、直近６ヶ月間（2024 年９月 30 日から 2025 年３月 27 日ま

で）の終値の単純平均値 1,272 円に対して 17.92％のプレミアムをそれぞれ加えた金額となっ

ているところ、第二回公開買付価格は、直前日の終値ベース並びに直前日の直近１ヶ月、直近

３ヶ月及び直近６ヶ月の平均値ベースのすべての参照値との関係で、プルータスから提供され

た直近の同種の非公開化事案（対象者の完全子会社化を目的とする公開買付け事案（自社株公

開買付け、公開買付価格のプレミアムが公表日前営業日の終値、過去１ヶ月間の終値単純平均

値、過去３ヶ月間の終値単純平均値又は過去６ヶ月間の終値単純平均値に対してマイナスとな

る公開買付け、投資法人に対する公開買付け、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）（注２）及

び子会社又は関連会社に対する公開買付けを除きます。））におけるプレミアム水準と比較して

遜色のない水準であるとは必ずしもいえないものの、2019年６月の「公正なＭ＆Ａの在り方に

関する指針」において、公開買付け全般について、株価に対していくらのプレミアムが適正で

あるかについて一義的・客観的な基準を設けることはできないものとされており、(i)本件にお

いては、第一回公開買付けの公表後、エルティーによりＡ種種類株式に係る普通株式対価の取

得請求権が行使され、119％の希釈化が生じることが予定されているところ、第一回公開買付け

の公表日の前営業日である 2025 年３月 27 日時点の市場株価は、Ａ種種類株式に係る普通株式

対価の取得請求権の行使による希釈化を反映していない可能性も否定できないこと、(ii)上記

(b)記載のとおり、第二回公開買付価格は、将来の収益力に基づき企業価値を算定する手法であ

るＤＣＦ方式にてプルータスが算定した評価レンジの中央値を上回る水準となっていること、

(iii)第二回公開買付価格は、直近５年間の対象者の株価の終値の最高値である 1,465円を上回

る水準であること、(iv)対象者が東京証券取引所マザーズ市場に上場した 2018年 10月 23日以

降、対象者の株価の終値が第二回公開買付価格を上回ったのは、７営業日にとどまること、(v)

エルティーによる積極的なマーケット・チェックが一定程度行われ、対象者の企業価値向上・

シナジー効果を勘案の上、公開買付者を優先的な候補先として検討が進められており（注３）、

かつ、対象者及び本特別委員会は、公開買付者との間で独立当事者間の取引における協議・交

渉と同等の協議・交渉を複数回行い、当該協議・交渉の結果、当初の提案された第二回公開買付

価格である 1,410 円から 90 円引き上げられた 1,500 円で合意に至っていること等に鑑みると、

第二回公開買付価格に係るプレミアム水準は不合理なものとはいえず、合理的なプレミアムの

水準にあると評価できると考えられること。 

（注２） 「マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）」とは、公開買付者が対象者の役員との合意に基づき公開買付け

を行うものであって対象者の役員と利益を共通にする取引をいいます。 

（注３） エルティーによれば、エルティーは不動産業を営む事業会社やプライベート・エクイティ・ファンドを

含めた約 60社との間で初期的なディスカッションを行った結果、公開買付者を含めた２社から意向表明

書を受領し、当社の企業価値向上・シナジー効果を勘案の上、公開買付者を優先的な候補先として交渉

を進めたとのことです。 

（中略） 
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なお、第一回公開買付価格及びＡ種種類株式買付価格については、公開買付者と本応募合意株主と

の交渉により両者で合意したものであり、第一回公開買付価格は、第一回公開買付けの実施について

の公表日の前営業日である 2025 年３月 27 日の対象者株式の市場株価の終値（1,289 円）を下回る価

格であるため、第一回公開買付けについては、本応募合意株主のみが応募することが想定される一方

で少数株主による応募は想定されていないこと、本応募合意株主は、Ａ種種類株式について、普通株

式対価の取得請求権を行使し、それにより交付されるＡ種種類株式転換後普通株式を第一回公開買付

けに応募することが想定されていることから、対象者として価格の妥当性について判断していないと

のことです。 

（後略） 

（訂正後） 

（前略） 

その後、対象者及び本特別委員会は、公開買付者から、2025年３月 25日に、（ⅰ）対象者の少数株

主の利益を最大限尊重する必要があると、公開買付者として判断したことから、第二回公開買付価格

を普通株式１株当たり 1,500円（2025年３月 25日の前営業日である 2025年３月 24日の東京証券取

引所のグロース市場における対象者株式の終値である 1,298 円に対して 15.56％のプレミアム、同日

までの直近１ヶ月終値単純平均 1,332 円に対して 12.61％のプレミアム、同日までの直近３ヶ月終値

単純平均 1,340 円に対して 11.94％のプレミアム、同日までの直近６ヶ月終値単純平均 1,270 円に対

して 18.11％のプレミアムをそれぞれ付した価格）、新株予約権を１個当たり１円並びにＡ種種類株式

について第一回公開買付けにおいてエルティーが所有するその全てを普通株式に転換することから取

得をする予定はないものの、Ａ種種類株式は１株当たり１円とすること、（ⅱ）対象者において、公開

買付者以外の者が買付け等を行う機会を確保する観点から第一回公開買付期間を 30 営業日とする提

案を書面で受領したとのことです。これに対して、対象者及び本特別委員会は、当該提案価格は応諾

することも可能な水準に達しているものの、少数株主の利益のために更に第二回公開買付価格の上乗

せを図るために、公開買付者に対して、2025 年３月 25 日に、具体的な金額の指定はないものの第三

者算定機関による株式価値算定の試算結果や対象者株価の動向、プレミアム水準を踏まえ、公開買付

者が提案した第二回公開買付価格である 1,500円からの増額を要請したとのことです。 

その後、対象者及び本特別委員会は、公開買付者から、2025 年３月 26 日に、第二回公開買付価格

について、慎重に検討を行いましたが、前回の提案から増額することは困難であると公開買付者とし

て判断したことから、第二回公開買付価格を前回の提案と同額の普通株式１株当たり 1,500円（2025

年３月 26 日の前営業日である 2025 年３月 25 日の東京証券取引所のグロース市場における対象者株

式の終値である 1,295 円に対して 15.83％のプレミアム、同日までの直近１ヶ月終値単純平均 1,322

円に対して 13.46％のプレミアム、同日までの直近３ヶ月終値単純平均 1,338 円に対して 12.11％の

プレミアム、同日までの直近６ヶ月終値単純平均 1,270 円に対して 18.11％のプレミアムをそれぞれ

付した価格）、新株予約権を１個当たり１円並びにＡ種種類株式について第一回公開買付けにおいて

エルティーが所有するその全てを普通株式に転換することから取得をする予定はないものの、Ａ種種

類株式は１株当たり１円とする提案を書面にて受領したとのことです。これに対して、対象者及び本

特別委員会は、公開買付者に対して、2025 年３月 26 日に、第二回公開買付価格を 1,500 円とするこ

とで応諾する旨の回答を送付したとのことです。 

（中略） 

（d）第二回公開買付価格が、第一回公開買付けの実施についての公表日の前営業日である 2025年

３月27日の対象者株式の東京証券取引所グロース市場における終値1,289円に対して16.37％、

直近１ヶ月間（2025 年２月 28 日から 2025 年３月 27 日まで）の終値の単純平均値 1,328 円に

対して 12.95％、直近３ヶ月間（2024年 12月 30日から 2025年３月 27日まで）の終値の単純

平均値 1,335 円に対して 12.36％、直近６ヶ月間（2024 年９月 30 日から 2025 年３月 27 日ま

で）の終値の単純平均値 1,272 円に対して 17.92％のプレミアムをそれぞれ加えた金額となっ
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ているところ、第二回公開買付価格は、直前日の終値ベース並びに直前日の直近１ヶ月、直近

３ヶ月及び直近６ヶ月の平均値ベースのすべての参照値との関係で、プルータスから提供され

た直近の同種の非公開化事案（対象者の完全子会社化を目的とする公開買付け事案（自社株公

開買付け、公開買付価格のプレミアムが公表日前営業日の終値、過去１ヶ月間の終値単純平均

値、過去３ヶ月間の終値単純平均値又は過去６ヶ月間の終値単純平均値に対してマイナスとな

る公開買付け、投資法人に対する公開買付け、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）（注２）及

び子会社又は関連会社に対する公開買付けを除きます。））におけるプレミアム水準（注３）と

比較して遜色のない水準であるとは必ずしもいえないものの、2019年６月の「公正なＭ＆Ａの

在り方に関する指針」において、公開買付け全般について、株価に対していくらのプレミアム

が適正であるかについて一義的・客観的な基準を設けることはできないものとされており、(i)

本件においては、第一回公開買付けの公表後、エルティーによりＡ種種類株式に係る普通株式

対価の取得請求権が行使され、119％の希釈化が生じることが予定されているところ、第一回公

開買付けの公表日の前営業日である 2025 年３月 27 日時点の市場株価は、Ａ種種類株式に係る

普通株式対価の取得請求権の行使による希釈化を反映していない可能性も否定できないこと、

(ii)上記(b)記載のとおり、第二回公開買付価格は、将来の収益力に基づき企業価値を算定する

手法であるＤＣＦ方式にてプルータスが算定した評価レンジの中央値を上回る水準となってい

ること、(iii)第二回公開買付価格は、直近５年間の対象者の株価の終値の最高値である 1,465

円を上回る水準であること、(iv)対象者が東京証券取引所マザーズ市場に上場した 2018 年 10

月 23日以降、対象者の株価の終値が第二回公開買付価格を上回ったのは、７営業日にとどまる

こと、(v)エルティーによる積極的なマーケット・チェックが一定程度行われ、対象者の企業価

値向上・シナジー効果を勘案の上、公開買付者を優先的な候補先として検討が進められており

（注４）、かつ、対象者及び本特別委員会は、公開買付者との間で独立当事者間の取引における

協議・交渉と同等の協議・交渉を複数回行い、当該協議・交渉の結果、当初の提案された第二回

公開買付価格である 1,410円から 90円引き上げられた 1,500円で合意に至っていること等に鑑

みると、第二回公開買付価格に係るプレミアム水準は不合理なものとはいえず、合理的なプレ

ミアムの水準にあると評価できると考えられること。 

（注２） 「マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）」とは、公開買付者が対象者の役員との合意に基づき公開買付け

を行うものであって対象者の役員と利益を共通にする取引をいいます。 

（注３） 経済産業省が「公正なＭ＆Ａの在り方に関する指針」を公表した 2019 年６月 28 日以降、2024 年 12 月

31 日までに公表された同種の非公開化事案 92 件のうち、公表日の前営業日の終値に対するプレミアム

水準が 40％台の案件が 18 件で最頻値であり、直近１ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアム水準

が 30％台の案件が 22 件で最頻値、直近３ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアム水準が 30％台の

案件が 25件で最頻値、直近６ヶ月平均の株価からのプレミアム水準が 30％台及び 40％台がそれぞれ 17

件で最頻値となっています。 

（注４） エルティーによれば、エルティーは不動産業を営む事業会社やプライベート・エクイティ・ファンドを

含めた約 60社との間で初期的なディスカッションを行った結果、公開買付者を含めた２社から意向表明

書を受領し、当社の企業価値向上・シナジー効果を勘案の上、公開買付者を優先的な候補先として交渉

を進めたとのことです。 

（中略） 

なお、第一回公開買付価格及びＡ種種類株式買付価格については、公開買付者と本応募合意株主と

の交渉により両者で合意したものであり、第一回公開買付価格は、第一回公開買付けの実施について

の公表日の前営業日である 2025 年３月 27 日の対象者株式の市場株価（1,289 円）を下回る価格であ

るため、第一回公開買付けについては、本応募合意株主のみが応募することが想定される一方で少数

株主による応募は想定されていないこと、本応募合意株主は、Ａ種種類株式について、普通株式対価

の取得請求権を行使し、それにより交付されるＡ種種類株式転換後普通株式を第一回公開買付けに応
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募することが想定されていることから、対象者として価格の妥当性について判断していないとのこと

です。 

（後略） 

 

（６）第一回公開買付価格及び第二回公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するた

めの措置等、本両公開買付けの公正性を担保するための措置 

   ④ 対象者における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 

(ⅲ)判断内容 

     ⅱ 答申の理由 

 (c) 本取引の取引条件の妥当性の検討 

 c 第二回公開買付価格及び本株式併合の対価の妥当性 

（訂正前） 

（前略） 

 ② プルータスの算定結果の検討 

以下の点により、対象者株式価値算定書の算定内容は、合理的なものであると

考えられる。 

 プルータスが採用した市場株価法、類似会社比準法及びＤＣＦ法は本取引

と同種の取引における株式価値算定においても一般的に利用されている算

定方法であり、かつ、プルータスによる各算定方法の採用理由に不合理な

点は認められないこと。 

 プルータスによる市場株価法、類似会社比準法及びＤＣＦ法の各算定内容

に不合理な点は認められないこと。 

 ③ 株式価値算定の結果に基づく検討 

第二回公開買付価格は、対象者株式価値算定書の市場株価法及び類似会社比

準法による算定結果の上限値を超えており、ＤＣＦ法による算定結果のレンジ

の中央値（1,288円）を上回る金額であることが認められる。 

（中略） 

 ⑤ 小括 

（中略） 

第二回公開買付価格は、かかる対象者株式価値算定書の市場株価法及び類似会

社比準法による算定結果の上限を上回り、ＤＣＦ法に基づく算定結果のレンジ

の中央値を上回っていること、第二回公開買付価格のプレミアム率は、不合理な

ものとはいえず、合理的なプレミアムの水準にあると評価できることからすれ

ば、本特別委員会は、第二回公開買付価格が妥当であると認められるものと考え

る。また、それと同額とされる第二回公開買付け後の本株式併合において当社株

主に交付される対価も妥当であると認められるものと考える。 

（中略） 

 f 退職慰労金の支給 

公開買付者によれば、平野哲司氏との間で、当社取締役の退任時に退職慰労金を支

払う旨合意しているとのことであるが、これらの金員は平野哲司氏の当社の取締役会

長としての職務執行の対価として将来支払われ得るものであって、平野哲司氏が所有

する当社株式の対価として供与されるものではないため、公開買付価格の均一性規制

の趣旨に反するものではないと考えているとのことである。また、公開買付者によれ

ば、本自己株式取得、本平野哲司氏保有株式取得及び当該退職慰労金に係る税効果を

考慮した手取額が、リーガルアセット及び平野哲司氏が仮に第二回公開買付けに応募

した場合の手取額に比して低額となっているとのことであり、かかる説明を前提とす

れば、リーガルアセットは平野哲司氏がその議決権の全てを保有しており、かつ、平

野哲司氏の資産管理会社であることを踏まえると、本特別委員会は、当該退職金支給

に係る合意により、当社の少数株主の犠牲のもとに、リーガルアセット及び平野哲司
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氏が不当に利益を得るものではないものと考える。 

（後略） 

（訂正後） 

（前略） 

 ② プルータスの算定結果の検討 

以下の点により、対象者株式価値算定書の算定内容は、合理的なものであると

考えられる。 

 プルータスが採用した市場株価法、類似会社比較法及びＤＣＦ法は本取引

と同種の取引における株式価値算定においても一般的に利用されている算

定方法であり、かつ、プルータスによる各算定方法の採用理由に不合理な

点は認められないこと。 

 プルータスによる市場株価法、類似会社比較法及びＤＣＦ法の各算定内容

に不合理な点は認められないこと。 

 ③ 株式価値算定の結果に基づく検討 

第二回公開買付価格は、対象者株式価値算定書の市場株価法及び類似会社比

較法による算定結果の上限値を超えており、ＤＣＦ法による算定結果のレンジ

の中央値（1,288円）を上回る金額であることが認められる。 

（中略） 

 ⑤ 小括 

（中略） 

第二回公開買付価格は、かかる対象者株式価値算定書の市場株価法及び類似会

社比較法による算定結果の上限を上回り、ＤＣＦ法に基づく算定結果のレンジ

の中央値を上回っていること、第二回公開買付価格のプレミアム率は、不合理な

ものとはいえず、合理的なプレミアムの水準にあると評価できることからすれ

ば、本特別委員会は、第二回公開買付価格が妥当であると認められるものと考え

る。また、それと同額とされる第二回公開買付け後の本株式併合において当社株

主に交付される対価も妥当であると認められるものと考える。 

（中略） 

 f 退職慰労金の支給 

公開買付者によれば、平野哲司氏との間で、本委任契約を締結しており、本委任契

約において、平野哲司氏に対して将来支払われるべき報酬及び退職慰労金について合

意しているとのことであるが、これらの金員は平野哲司氏の当社の取締役会長として

の職務執行の対価として将来支払われ得るものであって、平野哲司氏が所有する当社

株式の対価として供与されるものではないため、公開買付価格の均一性規制の趣旨に

反するものではないと考えているとのことである。また、公開買付者によれば、本自

己株式取得、本平野哲司氏保有株式取得及び当該退職慰労金に係る税効果を考慮した

手取額が、リーガルアセット及び平野哲司氏が仮に第二回公開買付けに応募した場合

の手取額に比して低額となっているとのことであり、かかる説明を前提とすれば、リ

ーガルアセットは平野哲司氏がその議決権の全てを保有しており、かつ、平野哲司氏

の資産管理会社であることを踏まえると、本特別委員会は、当該退職金支給に係る合

意により、当社の少数株主の犠牲のもとに、リーガルアセット及び平野哲司氏が不当

に利益を得るものではないものと考える。 

（後略） 

 

（訂正前） 

   ⑦ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置 

（訂正後） 

   ⑦ 他の買付者からの買付機会等を確保するための措置 

以 上 


